
岡生総第 １２ 号 

 

技術提案実施公告 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条第１項の規定による随意契

約の方法により契約を締結するため、次のとおり技術提案を募集する。 

 

令和６年４月１２日 

 

岡山県生涯学習センター 所長 栗原 宏之 

 

１ 技術提案に付する事項 

（１）事業名 

岡山県生涯学習センター太陽の丘公園遊具整備事業 

（２）契約期間 

契約締結の日から令和７年３月１７日まで 

（３）業務等の内容 

別添資料「要求水準書」のとおり。 

（４）見積上限額 

７３，４３４，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

 

２ 技術提案に参加できる者に必要な資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たしている 

者とする。 

① 公募開始時点でとび・土工・コンクリート工事で「令和４年度・令和５

年度建設工事入札参加資格者名簿」（県土木部監理課ＨＰ掲載）に掲載さ

れていること。ただし、名簿に掲載されていない者が、７（２）イに記

載の県が指定した書類を提出し、県が審査した結果、名簿登載業者と同

等であると認めた場合は、参加資格を有するとみなすことができる。 

② 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

規定する者でないこと。 

③ プロポーザルの公示日から候補者選定の日までの間において、岡山県知

事から岡山県建設工事等入札参加資格者に係る指名停止等要領（平成１

３年岡山県告示第４０４号）に基づく指名停止を受けていないこと。 

④ プロポーザルの公示日から候補者選定の日までの間において、岡山県建



設工事等暴力団対策会議運営要領（昭和６３年２月１日施行）に基づく

指名除外を受けていないこと。 

⑤ プロポーザルの公示日から候補者選定の日までの間において、建設業法

（昭和２４年法律第１００号）第２８条第３項又は第５項の規定による

岡山県内における営業の停止命令（業種は問わない。）を受けていないこ

と。 

⑥ プロポーザルの公示日から候補者選定の日までの間において、受審した

経営事項審査が有効であること。 

⑦ プロポーザルの公示日から候補者選定の日までの間において、会社更生

法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生

手続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続

開始の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑧ プロポーザルの公示日から候補者選定の日までの間において、次に掲げ

る義務を履行していない者（当該義務がない者を除く。）でないこと。 

・健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出の 

義務 

    ・厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による 

届出の義務 

    ・雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出の 

義務 

⑨ 建設業法第２６条の定めるところによる、参加希望者と直接的かつ恒常

的（３ヶ月以上）な雇用関係にある主任技術者並びに必要に応じて監理

技術者を配置できること。 

⑩ 一般社団法人日本公園施設業協会技術資格制度の公園施設製品安全管

理士の資格を有する者を配置できること。なお、上記⑨の主任技術者と

兼ねることができる。 

⑪ 過去５年間（令和元年度～令和５年度）の内、本事業と同種事業につい

て、国又は地方公共団体と契約実績を有すること。 

 

３ 技術提案に関する事務を担当する課の名称等 

  岡山県生涯学習センター 総務課 

  〒７００－００１６ 岡山市北区伊島町３丁目１番１号 

  電話番号  （０８６）２５１－９７５０ 

  Ｅ－ｍａｉｌ syogaise@pref.okayama.lg.jp 

 

mailto:syogaise@pref.okayama.lg.jp


４ 契約条項を示す場所 

  上記３の場所とする。 

 

５ 審査のスケジュール（予定） 

実施公告の公表 令和６年４月１２日（金） 

現地説明会（参加任意） 令和６年４月１８日（木）１０時～ 

質問受付期限 令和６年４月２６日（金）１７時まで 

質問回答期限 令和６年４月３０日（火） 

参加資格確認申請書提出期限 同上 

参加資格確認通知 令和６年５月 ２日（木） 

技術提案書提出期限 令和６年５月１５日（水） 

プレゼンテーション・審査委員会 令和６年５月１７日（金）頃 

審査結果通知 令和６年５月２２日（水）頃 

契約締結 令和６年５月下旬 

 

６ 現地説明会 

（１）日時 

令和６年４月１８日(木) １０時から１１時 

（２）集合場所 

太陽の丘公園入り口（岡山県生涯学習センター内） 

（３）申込方法 

  ア 提出書類 

    現地説明会参加申込書（様式第１号） 

  イ 提出方法 

    電子メールによる。 

  ウ 提出先 

    上記３に同じ。 

  エ 提出期限 

    令和６年４月１７日(水) １５時（必着） 

  オ 留意事項 

    ・現地説明会参加者数は、１事業者につき３名までとする。 

  ・応募資格を確認の上、応募資格に適合すると考えられる事業者のみ 

     参加できるものとする。ただし、再委託予定事業者の参加を妨げない。 

なお、その際でも参加者数は合計３名までとする。 

    ・現地説明会の参加は任意であり、審査上、参加の有無は考慮しない。 

（４）その他 



事業実施範囲は、岡山県生涯学習センターが開所している時間は自由に

見学することができる。 

 

７ 技術提案参加手続等 

（１）要求水準書等の配布期間及び場所 

次のとおり、要求水準書、提出書類様式等を配布する。 

  ア 配布期間 

    令和６年４月１２日(金)から同年４月３０日(火)まで（閉所日を除く。） 

      の９時から１７時まで 

  イ 配布場所 

    上記３の場所に同じ。なお、岡山県生涯学習センターのホームページ 

（https://www.pal.pref.okayama.jp/）からダウンロードできる。 

（２）技術提案参加資格確認申請書（様式第２号）等の提出期間、場所等 

  ア 受付期間 

    令和６年４月１２日(金)から同年４月３０日(火)まで（閉所日を除く。） 

の９時から１７時まで 

  イ 提出書類（各１部） 

① 技術提案参加資格確認申請書（様式第２号） 

② 令和元年度以降に完了した同種又は類似工事実績（任意様式） 

③ 上記②で記載した工事のコリンズ又は契約書の写し 

④ 配置予定技術者調書（主任技術者等）（様式第３号） 

⑤ 一般社団法人日本公園施設業協会発行のＳＰマーク表示認定企業

認定証の写し（※認定を受けている場合のみ提出） 

    【以下、２①ただし書きに記載の者のみ提出を要する】 

⑥ 建設業許可を受けていることを証明する書類 

※国土交通省が運用する「建設業者・宅建業者等企業情報検索シス 

テム」（https://etsuran2.mlit.go.jp/TAKKEN/）から、「建設業者の詳細情 

報」の「業者概要」と「営業所」を印刷すること。ただし、Ｐ 

ＤＦに印字された日付が３ヶ月以内のものに限る。 

⑦ 履歴事項全部証明書 

⑧ 貸借対照表及び損益計算書 

⑨ 国税（法人税及び消費税）に係る完納証明書 

⑩ 本店所在地の都道府県税に係る完納証明書（法人都道府県民税、事

業税及び不動産取得税） 

⑪ 本店所在地の市町村民税に係る完納証明書 

※⑦～⑪は複写可。証明年月日は提出日から３ヶ月以内のものとする。 



  ウ 提出場所 

    上記３の場所に同じ。 

  エ 提出方法 

    持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る。） 

  オ 審査 

    技術提案参加資格確認申請書を提出した者について、審査の結果、不適 

合と認められる者に対してはその旨を通知する。この通知を受けた者 

は、この技術提案に参加することができない。 

（３）要求水準書等に対する質問の受付 

  ア 受付期間 

    令和６年４月１２日(金)から同年４月２６日(金)まで（閉所日を除く。） 

の９時から１７時まで 

  イ 方法 

    「要求水準書等に関する質問・回答書（様式第４号）」を電子メールに 

より提出すること。 

  ウ 宛先 

    上記３に同じ。 

  エ 回答 

    本公告を掲載したホームページに回答を掲載する。ただし、明らかにす 

ることが不適切なもの及び質問者固有のものなど、回答すること又は前 

記の回答方法が不適切と認められる質問に対しては、回答を行わない又 

は回答方法を変更する場合がある。 

  オ その他 

    技術提案実施後、要求水準等についての不知又は不明を理由として異 

義を申し立てることはできない。 

 

８ 技術提案書等の提出 

（１）日時 

令和６年５月１５日(水)まで（閉所日を除く。）の９時から１７時まで 

（２）場所 

上記３の場所に同じ 

（３）提出書類及び提出部数 

・技術提案書の提出について（様式第５号） １部（正本） 

・技術提案書（任意様式）         ６部 

・デザインパース１種類※（任意様式）   ６部 

・見積書（様式第６号）          １部（正本） 



・付属資料（必要に応じて）        ６部 

・会社概要（会社パンフレット等）     ６部 

※技術提案書には、本事業における実施体制及び過去の同様の事業の実 

績を含めて記載すること。 

※パースは１種類とするが画角等を変えるなど枚数は問わない。またサ 

イズは指定しないが見やすいものとすること。 

（４）提出方法 

持参又は郵便等（書留郵便その他これに準じる方法による提出に限る。） 

 

９ プレゼンテーションの実施 

（１）日時 

令和６年５月１７日(金) １０時以降 

詳細な日時等については、参加者へ別途連絡する。 

（２）場所 

上記３の場所に同じ。 

（３）内容 

技術提案書等の提出書類に基づいた事業者からのプレゼンテーションを 

行った後、質疑応答を行う。１事業者当たりの時間は参加者へ別途連絡する。 

 

１０ プロポーザル参加に対する失格事項 

  ア 当該手続の参加資格を有しないとき 

  イ 提案書等を期限までに提出しないとき 

  ウ 提案の内容が要求水準書を満たしていないとき 

  エ 提案書の重要事項が適切に記述されていないとき 

  オ 虚偽記載、その他不正な行為があったと認められるとき 

  カ 提案の内容（見積書の金額）が見積上限額を超えているとき 

  キ 前各号に掲げるもののほか、当該手続に関する条件に違反したとき 

 

１１ 審査 

（１）審査方法 

提出された提案書等の内容及び上記９のプレゼンテーションを踏まえて、 

  次の審査基準に基づいて、審査委員が採点する。 

（２）評価項目、審査基準及び配点 

評価項目 審査基準 配点 

テーマ 県生涯学習センターとの調和や設置エリアの地

形等を十分理解した上で適切なテーマが設定さ

１０ 



れているか。 

遊具等の選定（機能性

/デザイン等） 

設定したテーマを具現化するにふさわしい魅力

的な遊具等が提案されているか。 

１５ 

恐竜型滑り台の改修 太陽の丘公園のシンボルとしてふさわしい機能

を付与し、利用者に親しまれる改修内容となって

いるか。 

５ 

安全性 地形等に配慮した遊具等の設置や動線確保がで

きているか。 

１０ 

死角が少ないなど、保護者による見守りに配慮さ

れているか。 

１０ 

維持管理 遊具の点検などを適切に行い、部品の交換・修繕

等のメンテナンス性が優れ維持管理費の削減な

どに配慮した内容となっているか。 

１０ 

意見聴取 効果的に意見を収集するための手法を提案して

いるか。 

１０ 

事業実績 過去５年間における同様の事業の実績状況 ５ 

実施体制 本事業実施の場合の担当者の配置、業務に関係す

る資格等の保有状況などの実施体制は充実して

いるか。 

１０ 

実施工程 事業実施にあたって実現可能な工程を設定でき

ているか。 

５ 

費用 見積価格は適当か。 １０ 

（３）最優秀提案者 

評価項目「安全性」の全審査委員の合計点の得点率が５０％以上の提案者

のうち、全項目の合計点が最も高い者を最優秀提案者とする。なお、合計

点が最も高い者が２者以上いる場合は、工事見積書の額が安価な者を高

い順位とする。工事見積書の額も同額の場合は、審査委員会において採決

し、評価を定める。 

 

１２ 審査の結果 

審査結果は、提案者全員に対して、後日文書により通知する。 

 

１３ 契約について 

最優秀提案者と業務内容を協議の上契約を締結する。なお、提案の趣旨を

大きく変更しない範囲内で業務の詳細において修正を行う場合がある。 

 



１４ その他 

（１）提出された提案書等は返却しない。 

（２）プロポーザルへの参加、提案等に要する経費の一切は参加者の負担とす

る。また提案に対する報酬等は支払わない。 

（３）県は、提案者に無断で提出書類を本プロポーザルに係る事業以外の業務

に使用しないものとする。 

（４）岡山県行政情報公開条例（平成８年岡山県条例第３号）に基づく開示請求

があった場合、本プロポーザルに関する全ての文書は、開示の対象となる。 

ただし、事業を営む上で、競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地

位が損なわれると認められる情報は不開示となる場合があるため、事前

に文書で申し出ることができる。なお、本プロポーザルの候補者選定前に

おいて、影響がでるおそれがある情報については、選定後の開示とする。 

（５）提案に当たって、第三者が有する特許権、意匠権、商標権等に関する権利 

処理が必要な場合、これらの処理は提案者において適切に行う。なお、こ

れらに要する費用は提案者において負担すること。また、権利処理に伴っ

て、遊具の使用期限を設定することはできないものとする。 


